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カルテ調査結果 《栄養管理計画書》

✓ 保険医療機関内に常勤の管理栄養士を1名以上配置

✓ 多職種が共同して栄養管理手順を作成（標準的なもの）

✓ 入院時に患者の栄養状態を医師、看護職員、管理栄養士が共同して

      確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について入院診療計画書に

記載

✓ 特別な栄養管理が必要な患者は、入院後7日以内に栄養管理計画を
策定 計画書又は写しを診療録等に添付する

✓ 栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直し 等

栄養管理計画書

GLIM基準による評価

7日以内に作成あり

担当医師、管理栄養士の記載あり

GLIM基準による評価：非対応の場合は を入れる必要あり

再評価あり 不要に あるが再評価しているものあり

令和6年度診療報
酬改定によりGLIM
基準を導入

入院後7日以内に策定

担当医、管理栄養士、看護師等で作成

定期的な再評価の実施

多職種連携

⚫ GLIM基準対応について確認出来ませんでした、書式等の見
直し済みか確認をお願いします

留意事項
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